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教育活動中に発生した事故に係る示談処理について 

 

 

１ 事故の概要     

令和５年９月１３日、加賀中学校移動教室で訪れた、八ヶ岳中央農業実践大学校

内駐車場において、生徒が観光バスに乗り込む際に、砂利道の石を蹴り上げ、バス

入口扉ガラスが破損した。 

 

２ 示談の相手方    

区外法人 

 

３ 示談成立年月日   

令和５年１２月２５日 

 

４ 示 談 金 額     

金１１，０００円 

 

５ 示談の処理     

区と被害者の間に、書面に定めるほか、何らの債権債務が存しないことを確認す

る示談書を取り交わした。 

 

６ 支 払 い     

示談に要する損害賠償金は、特別区自治体総合賠償責任保険の幹事会社である損

保ジャパン㈱から支払われる。 


